
 

 
 
（５）本ガイドラインで対象とする標識  
■案内標識 

本ガイドラインで対象とする案内標識の種類とその役割を以下に示す。 
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役 割 形 式 デザイン例

F 距離標 案内看板

G ルート案内 パネル

H 拠点施設案内 案内看板

I 休憩施設案内 案内看板

J ルート案内 案内看板

K 拠点施設案内 案内看板

W
拠点施設への

分岐案内
案内看板

名 称

●いばらき自転車ネット

ワークで起点としてい

る地点からの距離を

5km間隔を目安に明示

する。

●鉄道や空港、道の駅な

どの拠点施設において、

ルートの概要や広域的

なルート案内を行う。

●鉄道や空港、道の駅な

どの拠点施設などの方

向と距離を案内する。

●サイクリストが活用で

きる休憩所やポケット

パーク等の方向と距離

を案内する。

●県内の主要な観光地や

展望台などの方向と距

離を案内する。

●自転車ネットワークの

ルート上の分合流部に

おいて、分岐先の拠点

施設を案内する。

●不特定多数の人が出入

りする交通施設や商業

施設などの方向と距離

を案内する。



 

 

■注意喚起標識 
本ガイドラインで対象とする注意喚起標識の種類とその役割を以下に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62  
   



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■その他（補助標識：応援メッセージ） 

本ガイドラインでは、サイクリストへの応援メッセージをルートの状況とあわ
せて提供するための標識も対象とする。その種類と役割を以下に示す。 
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４-２ 設置基準 
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